


株式会社　長谷工ナヴィエ

1、重要な会計方針

　　(1)資産の評価基準及び評価方法

　　　　棚卸資産については先入先出法、有価証券については移動平均法を採用

     (2)固定資産の減価償却の方法

　　　　有形固定資産については定率法を採用

　　　　　ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び

　　　　　構築物については税法を基準に定額法を採用。

　　　　無形固定資産については定額法を採用

 　  (3)引当金の計上基準

　　　　賞与引当金・・・支給見込額を計上

　　　　役員株式給付引当金・・・役員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち

　　　　　                            当事業年度に負担すべき額を計上

　　　　株式給付引当金・・・従業員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち

　　　　　　　　　　　　　　　　　当事業年度に負担すべき額を計上

　   (4)収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

          履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりである。

         （リース事業）

         （搬送事業）

　   (5)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

         グループ通算制度の適用

         グループ通算制度を適用しております。

個 別 注 記 表

          建設仮設資材を顧客に貸し付けることを履行義務としている。時の経過に基づき、
          履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたって収益認識をしている。対価については
          月締めで概ね１ヶ月以内に受領している。

          顧客の指示に基づき、搬送のサービスを提供することを履行義務としている。業務の完了に基づ
          いて履行義務が充足されると判断しており、対価については、業務量に応じて、月締めで収益と
           して認識している。対価については、履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に受領している。




